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Ⅰ 第４次寒川町行政改革実施計画（改定）について 

 
 １ 実施計画（改定）策定の趣旨  
 

本町は、これまでも寒川町行政改革大綱を策定し、行財政事務改善に努めてきまし
たが、依然として地方行財政を取り巻く環境は引き続き極めて厳しく、また、一方で
は少子高齢化、情報化及び国際化等はますます進展し、町民ニーズはより一層複雑多
様化しています。 

  現在「第４次寒川町行政改革大綱」を定め、平成１７年度から平成１９年度まで３
か年の取り組みを行っておりますが、その中心的な目的は、効率性、経済性による人
員削減、歳出削減を図るとともに、住民への良好なサービス、質の高い政策を提供す
ることです。 
今後も、積極的に行政改革に取り組むことが必要で、少子高齢化による人口減少時

代を目前に控え、国、地方を通じた厳しい財政状況の中で、これからは地方公共団体
が中心になって、住民の負担と選択に基づき、各々の地域にふさわしい公共サービス
を提供する分権型社会システムへ転換しなければなりません。            
また、厳しい財政や地域経済の状況等を背景に、行政改革の進捗状況に対する国民

の視線は厳しい状況にあります。そのため国は、平成１６年１２月２４日に閣議決定
された「今後の行政改革の方針」を受け、「地方公共団体における行政改革の推進の
ための新たな指針」を策定しました。その目的は、平成１７年度からの５年間にスピ
ーディーな改革を実現していくために、地方自治体として集中的な取り組み（「集中
改革プラン」の公表）により改革の成果を上げることです。  

  そこで、町は、第４次寒川町行政改革実施計画（改定）を策定しましたが、これは
「集中改革プラン」の内容を併せ持つものです。 

 
 
 ２ 計画の期間 
 

  平成１７年度から平成２１年度までの５か年とします。 
 
 
３ 推進体制等 
 

（１） 実施計画を着実に推進するために、町長を本部長とした「第４次寒川町行政
改革推進本部」において、効果的な進行管理を行います。 

 
（２） 計画期間内に新たに実施すべき課題が発生した場合は、本計画に随時取り入

れます。 
                                              
（３） 実施計画の進捗状況については、毎年度「寒川町行政改革推進懇話会」に報                  

    告します。また、広報紙、インターネット等により公表します。 
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Ⅱ 実施計画事項 

 １ 簡素で効率的な行財政運営の推進           

１ 事務事業の見直し  
 

１ 行政資料・刊行物等提供窓口の一本化 総務課 

行政資料や刊行物等を求める来庁者に対し、提供場所が一本化していないため、不便

をかけている。利用頻度や設置費用など窓口一本化による費用対効果を検討し、実施の

有無、範囲等を検討し、より良い行政サービスの向上を図るものとする。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 → 実 施 → → 

 
 

２ 指定管理者制度の検討 各課共通 

 平成１５年度の地方自治法改正により、従来公共的団体にしかできなかった公の施設

の管理委託を、広く民間事業者にも委託可能となった制度で、民間コストダウンと町民

サービスの向上を図るため本町においては、平成１８年４月から２０施設について指定

管理者を指定しました。その他直営施設等についても、今後導入の検討を進めていきま

す。また、業務委託が可能なものについても、検討していきます。 

 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 
検 討 

→ 
実 施 

→    
→ 

→    
→ 

→    
→ 

 
 

３ 各課等お知らせ文書等のペーパレス化 各課共通 

軽易な通知文書（事務連絡等）については、パソコンを活用し、用紙類の消費を抑え

る。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 実 施 → → → 
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４ 旅費の見直し 総務課 

町の第２次行政改革において、県内の日当を２分の１として、経費の節減を図ったと

ころですが、引き続き旅費全般の見直しを図る。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 実 施 → → → 

 

５ 職員被服貸与規程の見直し 総務課 

経費削減の中、規定の見直しをしていく。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 実 施 → → → 

 

６ 経常経費の削減 財政課 

 財政の硬直化を示す経常収支比率が概ね妥当とされる７０％～８０％を超えているの

で、不要不急事務等の徹底した排除及び見直しを行う。予算編成方針においても、一般

行政経費の経常経費を前年度当初予算額の範囲となっています。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

 
実 施 

 

→ → → → 
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７ 財政事情の公表の見直し 財政課 

普通会計のみならず企業会計等を併記した町全体のバランスシートの検討・作成。 

また、資産形成に結びつかない年間の行政サービスを表す「行政コスト計算書」につい

ても、バランスシートとあわせて検討、作成します。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 実 施 → → → 

 

８ 補助金等の見直し 財政課 

経費負担のあり方、行政効果等を精査し補助金の廃止・削減を行います。（１） 

公募制による（仮称）住民活動補助金の検討。（２） 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

実施（１）
検討（２） 

→    
検 討 

→    
→ 

→    
実 施    

→    
→ 

 
 

９ 公共工事コスト縮減の推進 財政課 

 「公共工事コスト縮減対策に関する行動計画」を基に全工事件数の１０％を目標に縮

減する。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

実 施 → → → → 
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１０ 公共施設内の節電の徹底 各課共通 

 現在も、公共施設内での節電対策は実施しているが、省エネ、経費節減のため前年度

を超えない範囲を目標とする。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

実 施 → → → → 

 
 

１１ 町税のコンビニ収納の推進 税務課 

 納税者の納付機会の増大や利便性を図ると共に収納率の向上に資するため、２４時間

営業等を行っているコンビニでの収納事務の推進を検討する。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 → 実 施 → → 

 

１２ 町税収納に関する町職員の活用 税務課 

 納税者の納付機会の増大や利便性を図ると共に収納率の向上に資するため、庁舎日直

者及び公民館等の土・日・祭日に出勤している職員を活用し、収納事務を行う。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 実 施 → → → 
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１３ 庁内の会議の結果等の公表 企画課 

 職員に対しては、課内会議等の場の充実、活用で対応する。（１） 

 町民等に対しては、自治基本条例の内容との整合性を図りながらホームページ等での

公表を図る。（２） 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

実施（１） 
検討（２） 

→  
→ 

→    
→ 

→   
実 施 

→    
→ 

 

１４ 町で行っている業務の広域処理の推進 企画課 

 湘南、高座の各広域都市行政協議会等を活用して一部事務組合化等を検討し、推進す

る。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 
実 施 

→ → → → 

  

１５ 行政評価制度の活用 企画課 

 限られた財源を効率的、効果的に活用できるように事業の必要性、効率性等を分析し

事業を的確に選択し、実行していく。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

実 施 → → → → 
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１６ 寒川町高齢者医療費助成制度の廃止 高齢介護課 

 国の高齢者医療費助成制度の動向を注視し、廃止に向けて検討する。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 実 施 → → → 

 
 

１７ 障害者医療費助成制度の見直し 福祉課 

 国の障害者福祉制度の動向を注視し、見直す。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

 
検 討 
 

→ 実 施 → → 

 
 

１８ 店舗改善利子補給金の見直し 産業振興課 

 事業効果を見直す。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 実 施 → → → 
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１９ 資源ゴミの細分化収集の推進 環境課 

 分別方法、収集方法等を検討し実施する。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

実 施 → → → → 

 
 

２０ 公共下水道への接続促進 下水道課 

 公共下水道供用開始区域内の接続を促進する。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

実 施 → → → → 

 
           

２１ 
町税、国保保険料、介護保険料、     

保育料下水道使用料等の徴収の推進 
各課共通 

 「寒川町収納対策行動計画」に基づき推進する。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

実 施 → → → → 
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２２ 議会公開の推進 議会事務局 

 情報提供を推進するため、本会議（一般質問）放映を検討する。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 → → → → 

 
                                 

２３ 使用料・手数料等の見直し 各課共通 

 下水道使用料、道路占用料等の見直しをする。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 実 施 → → → 

 
 

２４ 第三セクターの見直し 総務課 

 指定管理者制度の導入等の時代の変化もあり、第三セクターを見直す必要がある。第

三セクターは、事業コストの低減、弾力的に行政目的を達成すること、地域の活性化な

どの目的で設立されたものであり、事業コストの比較、民間の経営のノウハウが生かせ

るような体制を検討をしていく。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

 
検 討 
 

→ → 実 施 → 
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２ 組織・機構の見直し  
   

１ 行政組織の見直し 総務課 

 行政改革及び地方分権の推進の観点からの組織の見直しを推進する。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 → 実 施 → → 
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３ 定員管理及び給与の適正化 
 

１ 定員管理の適正化 総務課 

 寒川町は、従来より職員定数の急激な増加を避けるため、民間事業者による業務の委

託化に取り組んでおり、町内保育園３園の業務委託により職員約１００人の削減効果を、

また、ごみ収集業務の業務委託により職員約３５人の削減効果をそれぞれあげておりま

す。 

 定員管理の適正化推進のためには、①事務事業の見直しや効率化を徹底的に図ること。

②指定管理者制度など民間活力の導入を迅速に行うこと③業務の内容や質を踏まえ、柔

軟に職員の業務範囲の対応をする。 などの取り組みが必要です。 

過去５年間（H１１～H１６）における寒川町の実職員数は、３９４人から３６８人へ

と２６人の減、約６．６％の実績を示しており、国（総務省）が示す同時期の全国平均

削減率である平均４．６％を大きく上回っています。 

目標年の平成２２年４月１日における職員数は、総合図書館や文書館の開館に伴う新

規事業を加味し３５４人とし、平成１７年４月１日における職員数３６８人に比べ１４

人の減、約３．８％の減となります。なお、新規事業を含めなければ、１９人の減、５．

２％の減となります。（参考：H１１～H２２においては、約１０．２％の削減となります。） 

 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

実 施 → → → → 

 
 

２ 給与の適正化 総務課 

 今後も、国等の状況を参考に給与を設定し、ラスパイレス指数１００以内を維持する。 

 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

実 施 → → → → 
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３ 
繁忙期における職員の柔軟配置  

（時間外勤務手当の節減） 
各課共通 

 職員の時間外勤務手当を勘案し、部単位で柔軟な職員配置を推進する。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 
実 施 

→ → → → 
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 ２ 時代に適応した行政サービスの推進 

１ 効果的な行政運営を行うための職員の能力開発の推進 
 

１ 
人材育成基本方針の策定 

    （職員評価の徹底） 
総務課 

 方針の策定、研修計画見直し、勤務評定制度の再検討を推進する。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 実 施 → → → 

 
  

２ 他団体との職員交流の推進 総務課 

 広い視野を持った職員を育成するため、自治体間の人事交流を推進する。 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

 
実 施 

 

→ → → → 
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 ２ 情報化の推進等による行政サービスの向上 
 

１ 
電子自治体確立による町民サービス 

の向上 
広報広聴課 

 行政手続きの電子化、職員ポータルの構築、ホームページのバリアフリー化を推進す

る。 

 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 実 施 → → → 

 
 

２ 戸籍事務のコンピュータ化 町民課 

 稼働の推進を図る。 

 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

実 施 → → → → 
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３ 町民と行政の協働による行政システムの充実 
 １ 町民参加による行政運営の推進 

 

１ 各種審議会等への町民参加制度の確立 各課共通 

 各種審議会等への町民参加を推進するため、公募制等を導入するなどして町民参加に

よる行政運営の推進を図る。 

 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

実 施 → → → → 

 

２ 
町民のボランティアによる公共施設の

維持管理 
各課共通 

 公園の花壇の維持管理等にボランティアを活用する。 

 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

実 施 → → → → 

 

３ （仮称）寒川町自治基本条例の制定 企画課 

 町民と時代にふさわしいまちづくりを目指すための仕組みづくりを推進する。 

 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実
施
計
画 

検 討 実 施 → → → 

  

 



平成１７年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 計

　─ 10 7 7 8 8 40

　─ （内新規事業１）（内新規事業２）（内新規事業２） 　─ 　─ 5

職員数
（４／１）

368 373 371 365 362 354 -

定年退職者
数

△ 5 △ 9 △ 13 △ 11 △ 16 ─ △ 54

職員数
（３／３１）

363 364 358 354 346 ─ -

前年比
（４／１）

　─ 5 △ 2 △ 6 △ 3 △ 8 △ 14

採用見込み
（４／１）

寒川町定員管理計画




